
 －29－

 
 
 

当該マンションの老朽度を判定した後、建替えと修繕・改修それぞれの所要費用を算定して比較し

ます。平成 14 年に改正された新区分所有法においても、建替え決議を行うにあたって、建替え費用の

他に、修繕・改修費用を算定し示すことが必要とされました。その方法について説明します。 

建替えと修繕・改修の所要費用を正確に算定するためには、まず最初に、減退している住宅性能の

回復・向上を図るため水準（以下「要求性能水準」という。）を管理組合において話し合い、設定すること

が望まれます。 

 
●要求性能水準の設定の考え方 
・ 要求性能水準の設定にあたっては、大多数の区分所有者の意思を尊重しつつ、管理組合として一定の

水準を設定することが望まれます。その基本的な考え方は次のようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□性能要求水準の設定の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ 要求性能水準の設定においては、今日の一般的な新築マンションの性能水準の程度を確認しておくこと

が有効です。巻末の《参考資料２：新築分譲マンションの性能調査結果》を参考にして下さい。

性
能

保守 
保守 

保守 

修繕 

社会環境の変化 
等により向上し 
ていく水準 

劣化

初期

性能
経年 

社会の変化等により向

上していく水準 

関係法令（建設当時） 

関係法令（現在）→

建設技術・材料開

発等の進展 

築後年数の経過に

よる建物の物理的

効用の減退（経年

劣化）。法令の変遷

への対応に対する

効用の向上は原則

となる 

居住性や設備等の

効用設定は区分所

有者の合理的な合

意の基に決定され

ることとなる 

今日の水準 

Ⅱ．修繕・改修レベルの設定と所要費用の算定 

Ⅱ－１．性能の回復・向上を図る要求水準の設定 

○構造安全性」及び「防災安全性」に関する指標項目については、今日の安全性に関する法令等への準

拠を前提に基準を設定していることから、それが今日の法令等の基準を満たしていない場合は（レベル

Ａ以外の場合は）、少なくともその基準を満足する水準までの性能回復を図ることが必要となります。基

準以上の性能回復水準の設定については任意とします。 

○「躯体空間に規定される居住性」「設備劣化等への対応性」「ＥＶの設置」の居住性に関する項目につい

ては、区分所有者の意向に基づき、管理組合で自由に水準の設定を行なうことになります。各区分所有

者がマンションの現状に対してどのような不満を持っているのか（例えば、躯体の老朽化による雨漏り、

給排水管等の設備の老朽化・陳腐化、住宅・部屋が狭い、エレベーターが欲しい、電気容量不足、

等々）を的確に把握することが重要となります。 

管
理
組
合
向
け 

専
門
家
向
け 
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要求性能水準を設定したならば、まずは修繕・改修でそのその要求性能水準をどこまで実現するこ

とができるのかを検討します。適切な修繕・改修技術を選択し、修繕・改修のレベルを設定した上で、

所要費用を算定していくこととなります。 

なお、建物の構造等の制約から、修繕・改修では向上できる性能水準が限られる場合があります。

このため、修繕・改修レベルの設定にあたっては、修繕・改修で要求性能水準を最大限達成可能な水

準を設定し、その所要費用を算定することになります。この場合、修繕・改修で実現可能な水準（効用）

と実現できない水準（効用）を明確にしておくことが重要です。 

以下では、修繕・改修費用の具体的な算定の仕方について説明します。 

 

□修繕・改修費用の算定の考え方（フロー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修繕・改修レベルの設定 

・ 修繕・改修費用を算定するためには、修繕・改修のレベルを設定する必要があります。その設定にあた

っては、管理組合において設定した要求性能水準が前提となります。 

・ ただし、当該マンションの構造等の制約から、修繕・改修では備えることができる性能は自ずと制限され

ます。要求性能水準を修繕・改修で実現することができる場合には、その要求性能水準レベルを設定し、

修繕・改修で実現することができない場合には、要求性能水準を最大限達成可能な水準を設定します。

Ⅱ．修繕・改修レベルの設定と所要費用の算定 

Ⅱ－２．修繕・改修レベルの設定と所要費用の算定  

○修繕・改修費用の算定 

 
 
 

 
 
 

 

 

マンションの現状老朽度の把握（老朽度判定指針より） 

○回復及び向上を図る要求性能水準の設定 

建
替
え
・
修
繕
判
断 

（
費
用
比
較
・
改
善
効
果
比
較
）

○
建
替
え
費
用
の
算
定 

管
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見積発注内容の確定 

修繕・改修費用の確定 

見積発注 

修繕・改修レベルの設定 

修繕・改修技術の選定 
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こうして、できる限り要求性能水準に近づけた修繕・改修レベルを設定し、その所要費用を算定すること

が望まれます。 

・ なお、修繕・改修で実現できない要求性能水準については、回復可能な水準を明確にしておくことが重

要になります。建替えとの最終的な比較を行うにあたって、費用に対する改善効用を比較することになる

からです。 

 

●修繕・改修技術の適用可能性の判断 

・ 修繕・改修レベルを設定すると、その水準を実現するための修繕・改修技術の適用可能性を判断します。

既存の修繕・改修技術が当該マンションにおいて適用可能であるのかどうか、適用する上で何らかの制

約条件があるのかを見定め、適切な修繕・改修技術を選択する必要があります。 
・ このための参考資料として、老朽判定指針の各項目別に修繕・改修技術の有無、修繕・改修工事の実施

によるグレード（性能）回復の状況及び改修に要するコスト（専門家へのヒアリングに基づく一般的なコス

ト）等の情報について、巻末に《参考資料１：修繕・改修技術整理シート》として整理しました。参考にして

下さい。 
 

□修繕・改修技術整理シート（巻末・参考資料１）の例 

 

対応項目：コンクリートの中性化について 

Ｃ Ｂ Ａ 
改修実施によるグレード向

上 
  

（現状 

 

維持） 

概要･仕様 

･コンクリート強度が低下している場合は改修 

･コンクリートの中性化、塩害等によるコンクリート中の

鉄筋の腐食を原因としたコンクリート亀裂、欠損、構造

耐力への低下を防止するため、鉄筋腐食修繕、中性化抑

制、塩害抑制、亀裂修繕等を組み合わせ、コンクリート

躯体の劣化を回復又は抑制する工法である。 

想定コスト 

工期 

･１～１０万円／㎡（足場別） 

･３～４ヶ月 

改修実施(施工)のための条

件 

･中性化による躯体劣化の抑制に適用する。 

･塩害による躯体劣化の抑制に適用する。 

･凍害による躯体劣化の抑制に適用する。 

美観･居住性等への影響 ･なし 

躯体 

改修 

工法 

 

備考 

･強度低下の原因項目を検討し、現状維持が困難な場合

には、各項目に対する修繕を行う。 

･仕上げ材の撤去が可能のこと。 

 

 

 

 

修繕・改修実施による性

能向上レベルを表示 

想定される修繕・改

修費用の概算額と工

期を表示 

修繕・改修技術の適用条件や工事による影響等

の実現可能性をを表示 
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・ なお、劣化損傷箇所に対する単なる修繕・改修技術のほかに、住戸面積が狭小の場合は、共同増築や

住戸の２戸１化と大規模改修を併せて実施することにより、マンションの改善を図る方法も考えられます。

実際、住棟単位もしくは階段室単位で、南側に居室１～２室の増築を実現した事例もあります。

様々な改善方法を選択肢として検討し、建替えと比較することが重要です。 

 

●「修繕・改修技術整理シート」に基づく修繕・改修費用の概算 

・ 修繕・改修技術の適用可能性を判断し、採用する修繕・改修技術について選定し終えると、修繕・改修

費用の算定を行います。 

・ 《参考資料１：修繕・改修技術整理シート》を参考にすることにより、修繕・改修の所要費用の概算額を算

定することができます。管理組合における判断のための目安として活用して下さい。 

・ 以下では、「修繕・改修技術整理シート」を用いて、改修工事内容の設定と改修費用の算定をモデル的

に行ってみます。 

 

□現建物の諸元（モデル） 

・ 次のような標準的な中層住棟をモデルとして想定します。 

階数・戸数 ５階30戸 竣工年 昭和３５年 階段数 ３ 

構造形式 ＲＣ壁式 住戸専有面積 50㎡ 既存受水槽 地上六面式 

□想定現状老朽度と改修内容（モデル） 

・ 当該マンションの老朽度と修繕・改修工事の内容を次表のように想定します。 

（１）共用部分 

グレード 
分類 大項目 細目 

現状 改修後 対応する修繕・改修技術 
修繕・改修 
実施の有無等 

耐震性 耐震診断 Ｂ →Ａ
強度型補強による耐震改
修工事 ●改修実施 

強度（平均値） Ｂ →Ｂ  回復不可 
中性化深さ(外壁)     
塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ量

換算) 
    

鉄筋腐食 Ｂ →Ｂ 躯体改修工法 

ひび割れ幅(外壁) Ｂ →Ｂ 壁の増し打ち工法 

材料劣化 

構
造
躯
体 

欠損及び剥落 Ｂ →Ｂ ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法 

●修繕実施
（現状維持の
み） 

建物の沈下     

主
要
構
造
部
の
材
料
劣
化
・ 

構
造
不
具
合 

構造不具合 
壁あるいは柱の傾斜     
ひび割れ幅     
欠損および剥落     

構
造
安
全
性 

非構造部材の 
 材料劣化 

屋根又は上部階からの漏水 Ｂ－ →Ａ
屋上アスファルト防水 
の更新 ●改修実施

幅員     
共用階段 

勾配     
避難経路の

安全性(移動

容易性) 共用廊下 幅員     

共用階段の防煙性 Ｂ →Ａ
共用階段の排煙改修 

（最上階排煙開口改修） 
●改修実施

避難経路の

安全性 

 共用廊下の防煙性     

避
難
安
全
性 

２方向避難 バルコ

ニー 
形式・仕切り板構造･垂

直避難設備 Ｂ →Ａ
バルコニー隔板拡幅改修
(隔板修＋拡幅) ＋ 
避難用バルコニー新設 

●改修実施
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グレード 
分類 大項目 細目 

現状 改修後 対応する修繕・改修技術 
修繕・改修 
実施の有無等 

サッシの材質 Ｂ－ →Ａ 合計７㎡／戸程度のｱﾙﾐ ●改修実施 

建具の材質・仕様   ｻｯｼの取付（ｶﾊﾞｰ工法）  

省エネルギー

性能 

新省エネルギー性能     

換気性能 局所換気設備     

スラブ厚 Ｂ－ →Ｂ－  回復不可 遮音性 
戸境壁厚 Ｂ－ →Ｂ－  回復不可 

段差－住棟ポーチ     
段差－住棟玄関扉     
段差－階段室型共用部（階段室） Ｂ－ →Ａ

階段質ｱﾌﾟﾛｰﾁへのｽﾛｰﾌﾟ設
置(含 EV 用設備切り廻し) ●改修実施 

段差－廊下型共用部 
（ｴﾝﾄﾗﾝｽ等）     
手摺りの設置－共用階段 
（屋外階段）（屋内階段） Ｂ－ →Ａ 補助手すり設置 ●改修実施 

手すりの設置－共用廊下     
段差－住戸ポーチ     

バリアフリー

性 
 

段差－住戸玄関扉 Ｂ－ →Ａ
自動開閉装置付き玄関扉
の設置 ●改修実施 

スラブ下躯体高さ Ｂ－ →Ｂ－  回復不可 

梁下躯体高さ Ｂ－ →Ｂ－  回復不可 

躯
体
に
規
定
さ
れ
る
居
住
性 

空間規模 

空間のゆとり（住戸面積・洗濯機

置場等）     

既存不適格の有無 Ｂ－ →Ａ 自動火災報知器の設置 ●改修実施 
消防設備 

消火管の経年劣化 Ｂ－ →Ａ 屋内消火管の更新改修 ●改修実施 
既存不適格の有無 Ｂ－ →Ａ 給水ｼｽﾃﾑの変更 ●改修実施

水量・圧力・水質などの 

性能劣化 
    

共用給水配管(竪管・横主管)の

劣化 
Ｂ－ →Ａ 更新工法 ●改修実施

給水設備 

共用給水配管(立て管・横主管)

の保全容易性 
    

既存不適格の有無     
排水の流れ性状     
共用排水配管(竪管・横主管)の

劣化 
Ｂ－ →Ａ 更新工法 ●改修実施

浄化槽設備の劣化 Ｂ－ →Ｂ＋ 浄化槽内部機器改修 ●改修実施

排水設備 

 

共用排水配管(竪管・横主管)の

保全容易性 
Ｂ－ →Ａ

(掃除口は更新の際に付
随することから配管工事
に包含) 

 

ガス管 ガス管の保全容易性     
共用給湯管の保全容易性     

給湯設備 
各住戸への給湯方式     
各住戸への冷房方式     

空調方式 
各住戸への暖房方式     
既存不適格の有無     

設
備
劣
化
等
へ
の 

対
応
性 

電気設備 
全住戸への供給可能電気容量     

ｴﾚﾍﾞｰﾀ
ｰ の 設
置状況 

エレベーターの有無及び台数等（住棟形式・

階数等との関係） Ｂ－ →Ａ－ ＥＶ設置工事 ●改修実施 
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（２）専有部分 

グレード 
分類 大項目 細目 

現状 改修後 対応する修繕・改修技術 
修繕・改修 
実施の有無等 

共用管と一体化した専有給水配管

（枝管）の劣化 
    

専有給水配管(枝管)の保全容易性     
給水 

設備 

 給湯設備の設置状況 
Ｂ－ →Ａ

給湯設備の設置(UB と一
体) ●改修実施 

共用管と一体化した専有給 

水配（枝管）の劣化 
    

設
備
備
劣
化
等
へ
の 

対
応
性 

排水 

設備 

 専有排水配管(枝管)の保全容易性     
その他 諸設備 洗濯機防水パン Ｂ－ →Ａ 洗濯機パンの設置 ●改修実施 

追加項目 浴室 ユニットバス（ＵＢ）の設置 Ｂ－ →Ａ 既存浴槽撤去＋ＵＢ設置 ●改修実施 

 

□修繕・改修コスト概算額の算定結果 

  以上のモデル的に設定した実施する修繕・改修工事をもとに、修繕・改修コストの概算額を算定すると

以下のようになります。 

 改修内容 積算単位 単価 数量 金額 

強度型耐震改修制度 壁枚数 400 15 6,000

躯体改修工法 ㎡当たり 1050×30×0.5×0.01 7.5 75

壁の増し打ち工法 ㎡当たり 1050×50×0.5×0.3 225 2,250

アンカーピンニング工法 ㎡当たり 1050×50×0.5×0.05 37.5 375

構
造
安
全
性 

屋上アスファルト防水の更
新 

㎡当たり 
平場：5.73×50×６＝286.5≒1,719 
立上がり：6.85×53(外周)×0.3≒109 
シール：1.65×265≒437 2,265

共用階段の排煙改修 

（最上階排煙開口改修） 
各階段室当たり 25 3 75

バルコニー隔板拡幅改修(隔
板修＋拡幅) 

(2住戸に1カ所) 

×(階数－１) 
120 (6÷2)×(5-1)＝12 12 1,440

避
難
安
全
性 避難用バルコニー 

新設(3m／カ所) 

(階段室数－１) 

×(階数－１) 
300 (3－1)×(5－1)＝8 8 2,400

自動開閉装置付き 
玄関扉の設置 各戸 

100 30戸 30 3,000

合計７㎡／戸程度のｱﾙﾐｻｯｼ
の取付（ｶﾊﾞｰ工法） 各戸 

500 30戸 30 15,000

躯
体
に
規
定 

さ
れ
る
居
住
性 洗濯機パンの設置 各戸 19.5 30戸 30 585

自火報の設置 各戸 70 30戸 30 2,100

屋内消火管の更新改修 各戸 20 30戸 30 600

給水ｼｽﾃﾑの変更 共用部(１カ所） 4,200  1 4,200

給水管更新工法 各戸 200 30戸 30 6,000

排水管更新工法 各戸 400 30戸 30 12,000

浄化槽内部機器改修 共用部(１カ所） 2,500  1 2,500

給湯設備の設置(UBと一体) 各戸 637 30戸 30 19,110

設
備
劣
化
等 

へ
の
対
応
性 

既存浴槽撤去＋ＵＢ設置 各戸 380 30戸 30 11,400

ＥＶの

設置 
ＥＶ増設 階段室当たり 7,000 3 21,000

棟あたり 166,375千円
合計 

戸あたり 5,546千円
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●「修繕改修グレード・費用算定項目確認チェックシート」の作成による見積発注 

・ 上記のように、修繕・改修技術整理シートを用いて、修繕・改修に要する費用を概算的に算定することが

可能ですが、改修技術整理シートの想定改修コストは、あくまでも一時点の実勢等を基に算定した概算

値に過ぎません。 

・ 実際の修繕・改修費用の算定においては、専門家に見積依頼をするなど、当該マンションの実状に合わ

せたコスト算定が必要となります。建替えと修繕・改修の所要費用と改善効果を適切に比較するためには、

設定した要求性能水準に基づいて、修繕・改修工事の内容を設定した上で、適切な手順で専門業者へ

の「見積り発注」を行なうことが必要となります。 

・ このため、修繕・改修グレードと修繕・改修工事内容を確認するためのフォーマットとして、次頁以降に

《修繕改修グレード・費用算定項目確認チェックシート》を作成しました。管理組合において、老朽度判定

指針の各項目について「修繕・改修実施の可否」をチェックした上で、このチェックシートに基づいて専門

家に適切な見積発注を行なうことが重要です。 

・ なお、修繕・改修を実施する場合の「採用する修繕・修技術」については、巻末の《参考資料１：修繕・改

修技術整理シート》を用いて、見積発注前に設定しておくことが望まれます。それが困難な場合は、専門

家に見積発注をした際に、見積作成に使用した修繕・改修技術を明記してもらうことが重要です。 

 

●見積作成（見積発注）のポイント 

・ 『修繕改修グレード・費用算定項目確認チェックシート』を作成し活用することに加え、管理組合が業者に

対して見積発注する際には、以下のような事項に留意することが必要です。 

○見積発注業者選定にあたり留意すべきこと 

・複数の業者に対して見積発注を行うこと 

・見積依頼業者の選定基準を設け、区分所有者間の合意の中で候補者を選定していくこと。例えば、

次のような基準から判断する。 

ア）資格証明 

イ）業者のマンション修繕工事の過去の受注実績 
 ○修繕改修業者に対して示すべきこと 

・修繕改修工事の内容(見積発注項目確認フォーマットより) 

・作業時間の制約の有無       

・作業環境の制約条件の有無 

・作業効率の問題 

・仮設工事の条件 

・設計図書の有無 

・図面では読みとれないその他不確定要素 

○見積書の中で確認・留意すべきこと 

・工事項目、工事数量(積算根拠)、使用工法、材料、工事期間(施工計画)等の明確化 

・工事種目別・共用／専有部分別の工事費及び諸経費の明確化 

（※法定判断の場合には、効用の維持回復／向上の費用区分も必要） 

・安全対策、仮説工事の内容、場内掲示物、作業車の駐車、騒音・粉塵対策等 

・工事瑕疵の規定、資材・機器等の保証期間 
 ○見積案選定の際に確認・留意すべきこと 

・各社同様の項目で積算されているか確認すること 

・同一条件で見積額が大きく異なる場合は、業者のこれまでの実績等も参考とすること。また、見積額

が大きく異なる理由についての説明を受けること。 

・見積案選定の作業は区分所有者に対して公明正大に行うこと 
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□修繕改修グレード・費用算定項目（見積発注項目）確認チェックシート 
 

 

 

 

 

（１）構造安全性 

１）耐震診断 

大項

目 
細項目  

現状 
グレード

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技術

耐震 

診断（済） 
 

 
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

耐震 

診断(未) 

→①簡易耐震

診断 

  
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 耐震

性 

→②詳細耐震

診断   
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

 
 
 

 
２）主要構造部の材料劣化・構造不具合 

大

項

目 

細項目  
現状 

グレード 
or 値 

採択の確認 修繕改修の 
可能性 

修繕改修実施 
の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技術

強度 

（平均値）   
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可

■修繕改修 

不可能 

□修繕改修 

実施 

■実施不可 

  

中性化深さ 

(外壁)   
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

塩分濃度 

(塩化物イオ

ン量換算) 

 
 

■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

鉄筋腐食 

  
■判断材料とし
て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

ひび割れ幅 

(外壁)   
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

材

料 

劣

化 

構
造
躯
体 

欠損・剥落等   
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

建物の沈下 
  

■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

構
造
不
具
合 

壁あるいは柱の

傾斜 
  

■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

 

「強度」については基本的に修繕・改修不可能のため、老朽が認められる場合には原則と

して更新すべきストックとして位置づける。その他の項目についても、安全性に係る項目

のため、Ａグレード以外の場合は全て「回復・向上を図るべき性能」項目の対象と判断す

る。回復・向上を図る水準（修繕・改修後のグレード及びその可能性）を記入する。 

多数の区分所有者の合意のもと、それぞれの項

目について建替えか修繕かを判断する材料と

して採択するか否かを確認する（安全性に係る

項目については原則としてすべて採択する)。

これまでの修繕改修実績や修繕改修技
術整理ｼｰﾄを基に工法を指定できるも
のは事前に記入しておく。記入できな

いものについては見積から転記された
工法を転記する。 

修繕・改修を実施するもの

(現状ｸﾞﾚｰﾄﾞＡ以外のもの)

に□ﾚ をチェックし、その項

目が見積発注項目となる。



 －37－

３）非構造部材の材料劣化 

大項

目 
細項目 

 現状 
グレード

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技術

ひび割れ幅   
■判断材料と

して採択→

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

欠損・剥落等  
■判断材料と

して採択→

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

非構

造部

材の

材料 

劣化 
屋根、上階、

開口部等から

の漏水 

 
■判断材料と

して採択→

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

追加

項目 
 

 

 
■判断材料と

して採択→

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

 
 
 
 
 
 

 

（２）避難安全性 

大項目 細項目  
現状 

グレード

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技術

幅員 

  
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
  

共
用
階
段 

勾配 

 
 ■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

避難経路

の移動容

易性 

共用 

廊下 

幅員 

 

  ■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

共用階段

の防煙性 

 

 
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

避難経路 

の安全性 

 
共用廊下

の防煙性 
 

 
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

直通階段

の数等 
 

 
■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

２方向 

避難 

 
 ■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

 

バ
ル
コ
ニ
ー 

形
式
・仕
切
り
板

構
造･

垂
直
避
難
設

 
 ■判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

 
 
 
 

 

老朽度判定結果による現状グレードを記入。Ａグレード

以外のものは、原則として「回復・向上を図るべき性能」

項目として採択する。 

安全性に係る項目のため、「回復・向上を図るべき」性能項

目として修繕・改修の対象と判断する。回復・向上を図る水

準（修繕・改修後のグレード及びその可能性）を記入する。

老朽度判定結果による現状グレードを記入。安全性

に係る項目であるため、Ａグレード以外のものは全

て判断材料として採択する 

安全性に係る項目のため、Ａグレード以外は場合は修

繕・改修の対象と判断する。回復・向上を図る水準（修

繕・改修後のグレード及びその可能性）を記入する。 
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（３）躯体に規定される居住性 

１）共用部分 

大項

目 
細項目 

現状 
グレード 

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技術

省エ

ネ性

能 

建具の材

質・使用 

 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

空気

環境 

局所換気

設備 
 

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

ｽﾗﾌﾞ厚 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可

■修繕改修 

困難 

□修繕改修 
実施 

■実施困難 

  

遮音

性 戸境壁厚 
 

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可

■修繕改修 

困難 

□修繕改修 
実施 

■実施困難 

  

段差－廊
下型共用
部（エン
トランス
等） 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

段差－階
段室型共
用部（階
段室） 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

手すりの
設置－共
用階段 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

手すりの
設置－共
用廊下 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

バリ

アフ

リー

性 

段差－住
棟玄関ポ
ーチ 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

ｽﾗﾌﾞ下躯
体高さ  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可

■修繕改修 

不可能 

□修繕改修 
実施 

■実施不可能 

  

空間 

規模 梁下躯体
高さ  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可

■修繕改修 

不可能 

□修繕改修 
実施 

■実施不可能 

  

屋外機置
場  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

その

他 バルコニ
ー  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

 
 

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

追加 
項目  

 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

 
 
 

 

居住性に関する項目であるため、その項目を「回復・向上を図るべ

き性能」項目として採択するか否かは区分所有者の合意で定める。

項目として採択する場合は、区分所有者の合意

に基づき、回復・向上を図る水準（修繕・改修

後のグレード及びその可能性）を記入する。 
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２）躯体空間に規定される専有部分（及び専用使用権のある共有部分） 

大項

目 
細項目  

現状 
グレード 

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技術

住戸面積 
  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

室構成・間
取り  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 面
積
の 

ゆ
と
り 

洗濯機 
置場  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

光視 
環境 

部屋の明
るさ・開口
面積等 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

段差-玄関

出入口  
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

段差-玄関

上がり框  
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

段差-浴室

出入り口  
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

バ
リ
ア
フ 

リ
ー
性 

段差-バル

コニー出

入口  
 

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

 
 

□判断材料とし

て採択→ 
□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

追加 
項目  

 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

 
 
 
 
 
 
（４）設備劣化等への対応性 

 １）共用部分 

 大項

目 
細項目 

 

現状 
グレード

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技

術 

既存不適

格の有無 
  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

消防

設備 
消火管の

経年劣化 
  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

給水

設備 

既存不適

格の有無 
  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

居住性に関する項目であるため、その項目を「回復・向上を図るべ

き性能」項目として採択するか否かは区分所有者の合意で定める。

項目として採択する場合は、区分所有者の

合意に基づき、その回復・向上レベル（修

繕・改修グレード）を設定して記入する。
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 大項

目 
細項目 

 

現状 
グレード

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技

術 

水量・圧

力・水質な

どの性能

劣化 

  
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

共用給水

配 管 ( 竪

管・横主

管)の劣化 

  
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

 

共用給水

配 管 ( 竪

管・横主

管)の保全

容易性 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

既存不適

格の有無 
 

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

排水の流

れ性状 

 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

共用排水

配 管 ( 竪

管・横主

管)の劣化 

  
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

浄化槽設

備の劣化 
  

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

排水

設備 

共用排水

配 管 ( 竪

管・横主

管)の保全

容易性 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

ガス

管 

ガス管の

保全容易

性 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

共用給湯

管の保全

容易性 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

給湯

設備 各住戸へ

の給湯方

式 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

各住戸へ

の冷房方

式 

 
□判断材料とし

て採択→ 
□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

空調

方式 各住戸へ

の暖房方

式 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

既存不適

格の有無 
 

□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

電気

設備 住戸への

供給可能

電気容量 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

  

追加

項目 

 

 

 
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
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２）専有部分 

 大 項

目 
細項目  

現状 
グレード

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技

術 

専有給水

管（枝管）

の劣化 
  

□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

給水

設備 

専有給水

管（枝管）

の保全容

易性 

  
□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 

 

専有排水

管（枝管）

の劣化 

 
 

□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

排水

設備 

専有排水

管（枝管）

の保全容

易性 

 
□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 

 

ガス

管 
ガ ス 管

の 保 全

容易性 
 

□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

専 有 部

分 の 給

湯 設 備

の 設 置

状況 

 
□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 

 

給湯

設備 

給 湯 管

の 保 全

容易性 
 

□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

追加

項目 

 

 

 
□判断材料と

して採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 

 
 

 

 

（５）エレベーターの設置状況 

 大項目 

 

現状 
グレード 

or 値 
採択の確認 修繕改修の 

可能性 
修繕改修実施 

の可否 

修繕改修後 
グレード 

or 値 

採用する 

修繕改修技術

エレベーターの

設置状況   
□判断材料とし

て採択→ 

□採択せず 

□修繕改修可 
□修繕改修 
不可能 

□修繕改修 
実施 

□実施せず 
 

 

判断材料として採択する場合は、区分所有者の合

意に基づき、回復・向上レベル（修繕・改修グレ

ード）を設定して記入する。 

居住性に関する項目であるため、その項目を「回復・向上を図るべ

き性能」項目として採択するか否かは区分所有者の合意で定める。
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修繕・改修費用が算定されると、次に、建替え費用を算定します。建替えの場合は、要求性能水準

を実現する建替え計画の内容に応じて所要費用を算定することになります。 

以下に、建替え費用の算定と修繕・改修費用との比較の考え方を示します。 

 
●建替え費用の算定の考え方 

・ 建替え費用の算定にあたっては、計画内容がある程度固まらないと、費用を適切に算出することはでき

ません。判断を行なう段階の建替え計画レベルに応じて費用の算定を適宜行ない、比較考量することが

必要となります。 

・ 初期の構想段階における判断では、建替え構想のボリュームスタディに基づき概算額を算定することに

なりますが、建替え決議に向けて基本計画を検討している段階になると、具体の計画に基づいた建替え

費用の概算額を算定することができるようになります。建替え決議を行うにあたっては、「建物の取壊し及

び再建建物の建築に要する費用の概算額（62 条②の二）」を定めなければなりません。要求性能水準を

実現するための基本計画の内容に基づき、所要費用の算定を行なうことになります。 

・ なお、建替えの場合は、従前よりも住戸部分の専有面積を大きくすることが可能である場合や、建替えに

伴い販売用の保留床が生じ、その分だけ建替え参加者の費用負担を緩和することができるような場合も

あります。逆に、容積率の既存不適格などで、建替えでは現在の住戸数を確保することができない場合

があります。建替えか修繕かの判断は、両者の費用対効果を比較して、どちらが合理的な改善方策であ

るかを判断することが目的です。建替え費用の算定に当たっては、修繕・改修の場合と同等の性能の建

物を「新築する費用」として算定するのではなく、こうした事業性を考慮に入れた「建替え費用」として算定

することが必要となります。建替え費用の中には、廃棄物処理費を含めた除却工事費も含まれます。 

 
●建替え費用と修繕費用の比較の考え方 

・ 建替え費用と修繕費用を比較するにあたっては、両者の所要費用を、できる限り統一的な基準で比較す

ることができることが重要となります。 

・ 修繕・改修費用と（事業性を考慮に入れた）建替え費用の総額を戸当たりに換算し、所要費用を比較し

やすい形で提示することが望まれます。この場合、設定した要求性能を前提として、それをできる限り実

現する修繕・改修費用と、要求性能水準を実現する建替え費用の比較になります。建替えの戸当たり費

用については、（建替えにより住戸面積の拡大が可能な場合は）実現可能な住戸面積についての戸当

たり建替え費用に加えて、修繕・改修の場合と同じ面積の住戸とした場合の「戸あたりの建替え負担額」

についても併記して提示するなどの配慮も必要となります。 

・ 要求性能水準に基づいて、できる限り性能と規模を揃えた条件の下で、建替えと修繕それぞれの所要費

用を適切に比較することができるようにして下さい。 

 
 
 
 

Ⅲ．建替えと修繕・改修の費用対効果に基づく総合評価 

Ⅲ－１．建替え費用の算定  

管
理
組
合
向
け 

専
門
家
向
け 
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建替えか修繕かの最終判断を行うにあたっては、建替えと修繕・改修の直接的な工事費用に加え、

間接的な事業コストや改善効果についても考慮することが重要になります。その留意点を示します。 

 

●費用の比較 

（１）建替え工事費用と修繕・改修工事費用の比較 

・ 算出した建替え工事の所要費用と修繕・改修工事の所要費用を比較します。区分所有法の規定では、

建替え決議の際に算出して示す必要があるのは、直接的な工事費用のみで良いことになります。 

（２）事業関連コスト等の把握と評価 

・ 建替えと修繕・改修の直接的な工事費用に加え、以下のような事業関連コスト等についても建替えと修

繕・改修の場合で異なることが考えられます。ただし、建替えと修繕・改修との比較判断をする場面にお

いて、その費用を正確に予測することは難しく、また個別事情により費用も一定ではなく異なってくる項

目です。一般的にどの程度の費用の違いが生じるのかを大まかに認識しておくことが考えられます。 

①引っ越し・仮住居の確保に係る費用について 

建替え事業と修繕・改修事業においては、その事業規模や事業完了までの工期が異なることから、そ

の間の仮住居の確保等に要する費用にも相違が生じることが想定されます。仮住居への引っ越しの必

要性や仮住まいの期間などをもとに費用の相違を大まかに把握することが考えられます。 

②公租公課について 

建替え事業の場合、一般的に、修繕・改修の場合に比べて各種の税金が課されることになります。 

③将来にわたる修繕費等 

建替え後と修繕・改修後では、その後の修繕工事の計画が異なり、修繕積立金の額が異なることにな

ります。また、建替えにより管理費も異なることになります。管理組合において一定期間を定め、その間

に必要な修繕費用を大まかに把握することが考えられます。 

 

●効用の比較－修繕・改修で回復不可能な項目の評価 

・ 当該マンションの構造等の制約から、修繕・改修では実現することができない要求性能水準がある場合、

要求性能水準を最大限達成可能な水準を設定して修繕・改修費用を算出し、建替え費用と比較します。 

・ 建替えでは実現ができでも、修繕・改修工事では対応が困難もしくは実現が不可能な要求性能水準に

係る部位を明確にした上で、費用対改善効果の比較を行う必要があります。例えば、階高、スラブ厚、戸

境壁厚、コンクリート強度などは、修繕・改修による対応は困難であると言えます。 

・ 最終的な判断にあたっては、修繕・改修と建替えの所要費用に加え、修繕・改修で回復不可能な項目に

対する各区分所有者の必要度を踏まえ、両者の改善効果を十分に検討する必要があります。 

 

●最終的な建替えか修繕かの判断のためのフォーマット 

・ 以上の判断材料を一覧的に整理し、管理組合において個々の区分所有者が、建替えか修繕かの最終

判断を行なうための『マンション建替え・修繕判断フォーマット』を作成し、次頁に示しました。このフォー

マットの空欄を記入して、管理組合内において、建替えか修繕かの判断を行って下さい。 

Ⅲ．建替えと修繕・改修の費用対効果に基づく総合評価 

Ⅲ－２．建替えと修繕・改修の費用対効果の比較と最終判断 

管
理
組
合
向
け 

専
門
家
向
け 
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□マンション建替え・修繕判断フォーマット 

 
１．共用部分について 

分類 
大項

目 
細目 採択確認 

現状

ｸﾞﾚｰﾄﾞ

修繕改修 

実施の有無 

修繕改修

後ｸﾞﾚｰﾄﾞ 

建替え 

との比較 

耐
震 

診
断 

耐震

性 
耐震診断 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

強度（平均値） 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

中性化深さ(外

壁) 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

塩分濃度(塩化物

ｲｵﾝ量換算) 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

鉄筋腐食 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

ひび割れ幅(外

壁) 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

構
造
躯
体 

欠損、剥落、変形

等 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

材料 

劣化 

外壁、屋根、上階からの

雨漏り、漏水 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

建物の沈下 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

主
要
構
造
部
の
材
料
劣
化
・
構
造
不
具
合 

構造 

不具合 
壁あるいは柱の傾斜 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

ひび割れ幅 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

構
造
安
全
性 

非構造部材

の 

材料劣化 欠損、剥落、変形等 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

幅員 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上共用 

階段 
勾配 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

共用 

廊下 
幅員 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

避難経路の 

移動容易性 

直通階段・避難階におけ

る屋外の出口までの距離 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

共用階段の防煙性 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上
避難経路の 

安全性 

 共用廊下の防煙性 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

直通階段の数等 
■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

避
難
安
全
性 

２方向避難 
バルコニー形式・仕切り板

構造･垂直避難設備 

■判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

省エネルギ

ー性能 
建具の材質・使用 

□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

空気環境 局所換気 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

スラブ厚 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

空
間
に
規
定
さ
れ
る
居
住
性 

遮音性 

戸境壁厚 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上
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段差－階段室型共用部

（階段室） 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 
段差－廊下型共用部（ｴﾝ

ﾄﾗﾝｽ等） 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 
手摺りの設置－共用階段

（屋外階段）（屋内階段） 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

手すりの設置－共用廊下 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

バリア

フリー

性 

段差－玄関住棟ポーチ 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

スラブ下躯体高さ 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 空間 

規模 
梁下躯体高さ 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

屋外機置場 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

躯
体
に
規
定
さ
れ
る
居
住
性 

その他 

バルコニー 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

既存不適格の有無 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 消防 

設備 
消火管の経年劣化 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

既存不適格の有無 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 
水量・圧力・水質などの 

性能劣化 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 
共用給水配管(竪管・横 

主管)の劣化 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

給水 

設備 

共用給水管(竪管・横主 

管)の保全容易性 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

既存不適格の有無 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

排水の流れ性状 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

共用排水管(竪管・横主 

管)の劣化 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

浄化槽設備の劣化 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

排水 

設備 

共用排水配管(竪管・横 

主管)の保全容易性 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

ガス管 ガス管の保全容易性 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 
共用給湯管の保全容易 

性 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 給湯 

設備 
各住戸への給湯方式 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

各住戸への冷房方式 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 空調 

方式 
各住戸への暖房方式 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

既存不適格の有無 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

空
間
に
規
定
さ
れ
る
居
住
性 

電気 

設備 全住戸への供給可能電

気容量 

□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 

エレベーターの設置状況 
□判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 
追加 

項目 

 ■判断材料として採択→ 

□採択せず 
 

■実施 

□実施せず
 

□未満 

□同等以上 
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２．専有部分（及び共用部分と一体化する専有部分の部位等）について 

分類 大項目 細目 採択確認 
現状 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ

修繕改修 

実施の有無 

修繕改修

後ｸﾞﾚｰﾄﾞ 

建替え 

との比較

光視環境 
部屋の明るさ・開口部の

面積等 

□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

段差－玄関の出入口 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

段差－玄関の上り框 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

段差－浴室出入口 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

躯
体
空
間
の
居
住
性 

バリアフ

リー性 

 

段差－バルコニー出入口 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

専有給水管(枝管)の 

劣化 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上給水 

設備 専有給水管(枝管)の 

保全容易性 

□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

専有排水管(枝管)の 

劣化 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上排水 

設備 専有排水管(枝管)の 

保全容易性 

□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

ガス管 ガス管の保全容易性 
□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

専有部分の給湯設備の

設置状況 

□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

設
備
劣
化
等
へ
の
対
応
性 

給湯 

設備 
給湯管の保全容易性 

□判断材料として採択→

□採択せず 
 

□実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

住戸面積 □判断材料として採択  □採択せず ㎡ 
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

間取り □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

洗濯機置場 □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

住宅 

ゆとり 

洗面・脱衣ｽﾍﾟ

ｰｽ等 
□判断材料として採択  □採択せず  

□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

コンセント □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

スイッチ □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

ＴＶ端子 □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

ガスカラン □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

電話端子 □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

設備用 

スリーブ 
□判断材料として採択  □採択せず  

□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

給気・ 

換気設備 
□判断材料として採択  □採択せず  

□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

浴槽 □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

混合水栓・ 

シャワー 
□判断材料として採択  □採択せず  

□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

水洗式 

洋風便器 
□判断材料として採択  □採択せず  

□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上

その他 

諸設備 

洗面化粧台 □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 

□未満 
□同等以上
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洗濯機 

防水パン 
□判断材料として採択  □採択せず  

□実施 

□実施せず 
 
□未満 
□同等以上

 

給水栓 □判断材料として採択  □採択せず  
□実施 

□実施せず 
 
□未満 
□同等以上

 ■判断材料として採択  □採択せず  
■実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上追加 

項目 
 ■判断材料として採択  □採択せず  

■実施 

□実施せず 
 

□未満 

□同等以上

 
 
＜最終的な費用算定結果＞  

１．建替え工事と修繕・改修工事の直接的工事費用                            

項目 費用 

 建替え 修繕・改修 

共用部分計 
 

 
 

専有部分計 
 

 

総計 

 
総計 

戸当たりの負担額

（専有部分の面積

が同一の場合等） 

  

比率 １ ？ 

※区分所有法の規定では、建替え決議の際に算出して示す必要があるのは、直接的な建替え工事の費

用と修繕・改修工事の費用になります。 

２．事業関連コスト  

項目 費用 

 建替え 修繕・改修 

事業関連費用計 
 

 
総計  総計 

仮住居費     

公租公課     内
訳 

将来 に わ た

る修繕費等 
    

※実際の意志決定を行う上では、上記の建替えと修繕・改修の工事費用に加え、仮住居費、公租公課、

将来にわたる修繕費等の事業関連費用についても必要に応じて考慮に入れる必要があります。 

 

＜建替えと比較した改修の効用＞ 

修繕・改修では実現できない採択項目 建替えに比べて修繕・改修では効用が劣る項目 

  

  

  

 


